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Ｑ：  堆積発酵施設等で、一次発酵施設、二次発酵施設として区分されている施設があります
が、どの時点で一次発酵、二次発酵として区分されているのでしょうか。現在、各種の発酵
施設があり、区分の必要性はないのではないでしょうか。 
（広島県堆肥センター協議会より）

Ａ：  一次発酵、二次発酵の用語は様々な使い方がされているため、ご質問のように混乱さ
れている方が多いようです。比較的多い誤った定義は次のようなものです。

１．  易分解性有機物を分解させるのが一次発酵で難分解性有機物を分解させるのが二
次発酵（易分解性有機物を分解させるのが堆肥化発酵であり、難分解性有機物は有
機農業に必要な安全な有機物であるから分解させる必要はない。また、難分解性有
機物の分解には数百日の日数が必要であるため発酵日数が数十日程度の二次発酵
施設では分解不可能である。もし、難分解性有機物まで分解してしまったら有機物が
まったくない無機物だけの堆肥となり、堆肥とは呼べない物になってしまう。つまり難
分解性有機物の分解工程を二次発酵とすることはおかしい。）

２．  中途半端な発酵が一次発酵で、完熟堆肥まで発酵させるのが二次発酵（完熟堆肥
とは易分解性有機物の分解が終わった時点の堆肥であるから、ひとつの施設で完熟
させることも十分に可能なため完熟工程を二次発酵とすることはおかしい。）

３．  攪拌機や発酵機を使った急速で活発な醗酵を一次発酵、堆肥舎等で行うゆっくりと
した発酵が二次発酵（上の二つと似ているが多少異なる部分がある。堆肥舎を一次
発酵施設、攪拌機等を使った施設を二次発酵施設として使っている例もあるので、ゆ
っくりとした発酵を二次発酵とすることはおかしい。）

 以上述べたように、ある時点で一次発酵と二次発酵を区分しようとすると根拠に矛盾が
生じてしまうため混乱の原因になっています。堆肥化で言う一次と二次は他の分野と違っ
て、２種類の施設を直列に組み合わせた堆肥化方式で始めの施設を一次発酵施設、２番
目の施設を二次発酵施設と呼ぶのが正しいようです。したがって３番目の施設があれば、
それを三次発酵（施設）と呼ぶことになります。昔から２種類の施設を組み合わせた堆肥
化施設が多かったため一次発酵と二次発酵という用語が使われてきたと思われますが、
２種類施設の組み合わせは必要でなく、かえって不利な面が多く目立ちます。 
 攪拌機等を使った施設は発酵速度が速いため施設規模が小さくなり、切り返し労力も不
要ですが攪拌機が高価で修理費や電気代も必要です。堆肥舎方式は、その逆の特徴を
持ちますから、両者を組みあせて使用すると高価な攪拌機と修理費・電気代と切り返し労
力や施設間の移送労力まで必要で、効率の悪い堆肥舎を利用するため施設規模も大きく
なってしまいます。高価な攪拌機を購入したのなら高性能な施設だけで堆肥化を完了す
べきですし、ショベルローダーでの切り返えしが可能な規模であれば堆肥舎だけで堆肥化
を完了すべきなのです。このように２種類の施設を組み合わせる必要がないことから現在
では、ご指摘のように一次発酵と二次発酵を区分する必要性がなくなりました。


